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『
未
来
記
』
全
文 

 
 

 

第
一
章 

八
百
と
八
十
八
の
後
、
荒
ぶ
る
魂
の
船
、
西
方
へ
の
野
心
の
果
て
、
覇
者
の
国
へ
至
る 

（
１
４
９
２
年
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
、
新
大
陸
発
見
） 

第
二
章 

千
と
十
六
の
後
、
新
た
な
る
神
の
地
を
求
め
し
者
た
ち
、
覇
者
の
国
に

錨
い
か
り

を
下
ろ
す 

（
１
６
２
０
年
、
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
で
清
教
徒
が
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
） 

第
三
章 

千
と
百
七
十
二
の
後
、
互
い
に
遍
く

あ
ま
ね
く

栄
光
あ
り
、
覇
者
の
国
、
西
方
よ
り
立
つ 

（
１
７
７
６
年
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
） 

 

第
四
章 
千
と
二
百
四
十
九
の
後
、
覇
者
の
国
よ
り
来
た
り
し
大
熊
、
日
出
づ
る
国
の
海
を
黒
く
染
め
た
る 

（
１
８
５
３
年
、
ペ
リ
ー
提
督
の
黒
船
来
航
） 

 

第
五
章 

千
と
三
百
十
の
後
、
世
の
全
て
が
二
分
さ
れ
、
略
奪
と
憎
悪
の
炎
が
上
が
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
二
度
起
こ
る 

（
１
９
１
４
年
、
二
度
の
世
界
大
戦
） 

 

第
六
章 

千
と
三
百
四
十
一
の
後
、
覇
者
の
国
、
天
よ
り
黒
き
雨
を
降
ら
せ
る
。
日
出
づ
る
国
で
、
そ
れ
は
二
度
起
こ
る 

（
１
９
４
５
年
、
ア
メ
リ
カ
、
広
島
と
長
崎
に
原
爆
投
下
） 

 

 

第
七
章 

千
と
三
百
八
十
七
の
後
、
世
の
全
て
が
二
分
さ
れ
た
こ
と
の
終
わ
り
。
覇
者
の
国
、
赤
き
落
日
の
光
を
見
る 

（
１
９
９
１
年
、
冷
戦
の
終
結
と
ソ
連
の
崩
壊
） 

 

第
八
章 

千
と
三
百
九
十
七
の
後
、
そ
れ
は
瞬
く
間
に
分
か
れ
、
雷
と
な
り
、
二
体
の
龍
を
倒
す
。
そ
の
雷
は
百
七
十
と
五
、
そ
し
て
十
と
一 

（
２
０
０
１
年
、
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
） 

 

第
九
章 

千
と
四
百
十
一
の
後
、
覇
者
の
国
の
星
が
消
え
る 

（
２
０
１
５
年
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
暗
殺
） 

 

第
十
章 

幻
の
大
地
、
栄
華
が
再
び
現
る
。
そ
の
の
ち
、
六
度
目
の
終
わ
り
来
た
る
。 

（
未
来
記
最
終
章 

終
末
の
予
言
） 
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原
文 

(

監
修
・
原
文
制
作 

山
口
哲
史
） 

 

（
前
文
） 

今
年
歳
次
甲
子
吾
親
製
十
七
憲
法
定
扶
桑
国
規
而
以
未
然
故
不
得
陳
自
余
国
事
雖
如
此
其
禍
将
及
此
邦
因
不
堪

秘
匿
別
誌
十
章
讖
文
伝
世
興
山
禅
祐
後
良
久
諦
信
詣
和
州
夢
殿
強
披
見
吾
現
身
是
不
畏
仏
罰
輩
也
地
震
世
滅
乎

加
以
動
此
讖
亦
触
事
流
覇
歟
何
敢
殖
泥
梨
之
因
此
固
慮
吾
邦
所
遺
須
為
此
日
稜
用
之
後
代
篤
仁
宜
承
吾
意
済
此

八
洲 

 

一
曰
自
今
以
後
経
八
百
有
八
十
八
歳
荒
蛮
船
遊
魂
西
方
竟
懐
野
心
至
覇
領
踰
波
濤
来
有
救
世
願
人
住
聖
島
如
此

珍
奇
地
経
一
旬
之
後
知
非
亜
印
為
覇
種
蛮
藉
斯
宝
処
殖
富 

 

二
曰
亦
同
経
一
千
有
一
十
六
之
歳
後
覓
新
出
神
宝
地
輩
解
散
皐
花
大
舶
纜
紅
髪
靡
風
濤
為
按
針
嘗
艱
苦
入
覇
津

終
投
碇
錨
訖
初
踏
鶏
蛋
磐
而
後
経
廻
約
定
地
定
四
箇
屯
宿 

 

三
曰
亦
同
経
一
千
有
一
百
七
十
二
歳
草
子
囲
所
称
檄
案
談
両
天
成
三
部
書
上
説
革
世
理
中
論
農
王
喬
所
犯
廿
八

箇
弊
策
下
謳
列
邦
独
起
道
於
爰
互
遍
有
栄
光
自
西
方
覇
立 

 

四
曰
亦
同
経
一
千
有
二
百
四
十
九
歳
欲
永
嘉
之
砌
有
夷
不
能
存
安
政
于
時
大
熊
自
覇
渡
瀛
至
此
日
域
泛
東
海
玄

黒
三
葵
躬
已
開
四
門
交
与
両
毛
李
尚
華
更
加
二
湊
和
覇
了 

 

五
曰
亦
同
経
一
千
有
三
百
一
十
歳
後
八
紘
勃
分
岐
成
二
派
熾
盛
火
焔
立
于
普
天
頻
頻
掠
憎
覆
於
一
宇
此
火
禍
重

起
或
虎
哮
又
或
兎
跳
示
其
徴
吾
日
皇
与
覇
国
時
並
時
対
競 
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六
曰
亦
同
経
一
千
有
三
百
六
十
一
歳
覇
猴
王
杜
自
天
来
遣
男
孩
腴
漢
降
黒
雨
其
雨
于
日
出
扶
桑
国
両
度
孩
往
芸

漢
渉
肥
共
化
蕈
而
灼
而
後
旭
革
義
八
紘
分
木
与
金
相
睥
睨 

 

七
曰
亦
同
経
一
千
有
三
百
八
十
七
歳
自
甲
寅
分
治
於
両
雄
世
終
為
所
覇
統
木
蘇
分
為
十
有
五
覇
者
之
国
東
方
見

落
日
赫
赤
光
自
乙
酉
至
于
是
不
交
干
戈
木
金
並
倶
知
偃
息 

 

八
曰
亦
同
経
一
千
有
三
百
九
十
七
歳
其
瞬
息
之
間
分
為
雷
電
倒
双
龍
此
雷
或
連
百
七
十
与
五
或
美
十
及
一
猶
有

二
条
吾
念
不
詳
唯
知
数
美
連
耳
自
茲
覇
挑
回
世
新
入
混
沌 

 

九
曰
亦
同
経
一
千
有
四
百
一
十
一
歳
双
羊
逾
墻
季
統
世
覇
国
星
銷
畢
譬
彼
王
窃
被
弑
也
得
漏
密
咎
歟
即
瞋
恚
箭

劈
空
貫
其
身
変
成
蛇
竭
命
地
塗
三
毒
血
城
市
俄
堕
為
古
砦 

 

十
曰
亦
於
同
前
乙
未
歳
沼
気
忽
生
自
瀛
中
如
亜
蒂
坤
輿
復
湧
出
在
扶
桑
南
洋
栄
華
再
現
縦
使
一
切
有
情
擅
富
貴

咸
悉
虚
仮
難
保
易
滅
氛
気
暴
発
迎
六
終
示
滅
尽
衆
生
之
相 

 

（
後
文
） 

凡
此
十
章
讖
文
者
以
済
度
心
磨
髻
珠
観
想
海
内
化
外
運
祚
而
所
悟
矣
是
寔
可
恐
懼
畏
怖
凶
徴
也
方
今
掬
智
海
水

摺
麗
墨
執
慈
悲
筆
将
結
度
衆
縁
所
生
願
仍
謹
録
此
十
讖
以
託
有
縁
伏
惟
若
破
障
吾
願
不
信
此
讖
則
十
王
必
加
呵

嘖
若
不
破
辱
敬
遵
奉
福
祥
弥
倍
益
尽
未
来
際
誇
栄
耀
不
可
懈
怠
可
恪
勤
辰
日
夜
厩
戸
豊
聡
達
禅
定
之
境
具
浄
写

如
件 
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書
き
下
し 

(

監
修
・
制
作 

山
口
哲
史
） 

 
今
年
歳 ほ

し

は
甲
子

か
っ
し

に
次 や

ど

る
（

1
）
。
吾

親
み
ず
か

ら
十
七
の
憲
法
を
製 つ

く

り
て
、
扶
桑
の
国
（

2
）

の
規 の

り

を
定
む
。
而 し

か

れ
ど
も
未
だ
然 し

か

ら
ざ
る
が
故
を
以
て
、
自
余
の

国
の
事
を
陳 の

ぶ
る
こ
と
を
得
ず
。
此 か

く

の
如
し
と
雖
も
、
其
の
禍
将 ま

さ

に
此
の
扶
桑
国
に
及
ば
ん
と
す
。
因
り
て
秘
匿
す
る
に
堪
え
ず
、
別
に
十
章
の
讖
文

し
ん
ぶ
ん

（

3
）

を
誌 し

る

し
て
世
に
伝
う
。
興
山
祐
に
禅 ゆ

ず

り
て
後
（

4
）
、
良 や

や

久
し
く
し
て
諦
信

て
い
し
ん

（

5
）

和
州
夢
殿
に
詣 い

た

り
、
強
い
て
吾
が
現
身
（

6
）

を
披
見
す
。
是
れ
仏
罰

を
畏
れ
ざ
る
の

輩
と
も
が
ら

な
り
。
地
震
い
世
滅
ぶ
る
か
。

加
以

し
か
の
み
な
ら
ず

動 や
や

も
す
れ
ば
此
の
讖
も
亦 ま

た

事
に
触
れ
て
覇
に
流
る
る
か
。
何
ぞ
敢
え
て
泥
梨

な
い
り

（

7
）

の
因

を
殖 ふ

や
さ
ん
。
此
れ
固 も

と

よ
り
吾
が
邦
を

慮

お
も
ん
ぱ
か

り
て
遺 の

こ

す
所
な
れ
ば
、

須
す
べ
か

ら
く
此
の

日
稜

に
ち
り
ょ
う

（

8
）

の
為
に
之
を
用
う
べ
し
。
後
代
の
篤
仁
宜
し
く
吾
が

意
を
承 う

け
て
此
の
八
洲

や
し
ま

（

9
）

を
済 す

く

う
べ
し
。 

 

一
に
曰
く
。
今
よ
り
以
後
八
百
有
八
十
八
歳 さ

い

を
経
て
、
荒
ぶ
る
蛮
船
魂
を
西
方
に
遊
ば
せ
、
竟 つ

い

に
野
心
を
懐 い

だ

き
て
覇
領
に
至
る
。
波
濤
を
踰 こ

え
て
世
を
救

わ
ん
と
す
る
の
願
い
有 も

ち
た
る
人
の
住
み
し
聖
島
（

10
）

に
来
た
る
。
此
の
如
き
珍
し
く
奇 く

し
き
地
、
一
旬
を
経
た
る
の
後
、
亜
印
に
非
ず
し
て
覇
種
た

る
を
知
る
（

11
）
。
蛮
斯 こ

の
宝
地
を
藉 か

り
て
富
を
殖
や
す
。 

 

二
に
曰
く
。
亦
同
じ
く
一
千
有
一
十
六
の
歳 と

し

を
経
た
る
後
、
新
た
に
出
づ
る
神
宝
の
地
を
覓 も

と

め
し
輩
、
皐
花

こ
う
か

を
散
ら
し
し
大
舶

お
お
ぶ
ね

（

12
）

の

纜
と
も
づ
な

を
解
く
。

紅
髪

こ
う
は
つ

（

13
）

風
濤
に
靡 な

び

き
て
按
針

あ
ん
じ
ん

と
為
り
、
艱
苦

か
ん
く

を
嘗 な

め
て
覇
の
津
に
入 い

り
、
終 つ

い

に

碇
錨

て
い
び
ょ
う

を
投
げ
訖 お

わ

ん
ぬ
。
初
め
鶏
蛋

け
い
た
ん

の
磐 い

わ
（

14
）

を
踏
み
て
、
而
る

後
に

約
定

や
く
じ
ょ
う

の
地
（

15
）

を
経
廻

へ
め
ぐ

り
て
（

16
）
、
四
箇

し

か

の
屯
宿
（

17
）

を
定

 

む
。 

 

三
に
曰
く
。
亦
同
じ
く
一
千
有
一
百
七
十
二
歳
を
経
て
、
子
囲

し

い

（

18
）

檄
と
称
す
る
所
の
案
を
草
し
、
談
ず
る
こ
と
両
天
に
し
て
三
部
の
書
を
成
す
。
上 か

み

は

世
を

革
あ
ら
た

む
る
の

理
こ
と
わ
り

を
説
き
、
中 な

か

は
農
王

喬
き
ょ
う

（

19
）

犯
す
所
の

廿
八
箇

に
じ
ゅ
う
は
っ
か

の
弊
策
を

論
あ
げ
つ
ら

い
、
下 し

も

は
邦 ほ

う

を
列 つ

ら

ね
独
り
起 た

つ
る
の
道
を
謳
う
。
爰 こ

こ

に
於

い
て
互
い
に

遍
あ
ま
ね

く
栄
光
有
り
、
西
方
よ
り
覇
立
つ
。 
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四
に
曰
く
。
亦
同
じ
く
一
千
有
二
百
四
十
九
歳
を
経
て
、
嘉 よ

み

を
永
ら
え
ん
と
欲
す
る
の

砌
み
ぎ
り

夷 い

有
り
、
存 な

が

ら
う
る
こ
と
能 あ

た

わ
ず
し
て

政

ま
つ
り
ご
と

を
安 や

す

ん
ず
（

20
）
。

時
に
大
熊
覇
よ
り
瀛 う

み

を
渡
り
此
の
日
域
に
至
り
て
、
東
海
に
泛 う

か

ぶ
こ
と
玄
黒
た
り
。
三
葵

さ
ん
き

（

21
）

躬
み
ず
か

ら
已 す

で

に
四
門

し
も
ん

を
開
き
、
両
毛

り
ょ
う
も
う

の
李
尚
華

り
し
ょ
う
か

と
交
わ
る

も
（

22
）
、
更
に
二
湊

に
そ
う

を
加
え
覇
と
和
し
了 お

わ

ん
ぬ
（

23
）
。 

 

五
に
曰
く
。
亦
同
じ
く
一
千
有
三
百
一
十
歳
を
経
た
る
後
、
八
紘
勃 に

わ

か
に

岐
ち
ま
た

を
分
か
ち
て
二
派
を
成
す
。
熾
盛

し
じ
ょ
う

た
る
火
焔
普
天
に
立
ち
、
頻
頻

ひ
ん
ぴ
ん

た
る

掠
憎

り
ゃ
く
ぞ
う

一
宇
を
覆
う
。
此
の
火
禍
重
ね
て
起
こ
り
、
或 あ

る

は
虎
哮 ほ

え
又
或
は
兎
跳
ね
て
其
の

徴
し
る
し

を
示
す
（

24
）
。
吾
が
日
皇
覇
国
と
時
に
並
び
時
に
対 む

か

い
て
競
う
（

25
）
。 

 

六
に
曰
く
。
亦
同
じ
く
一
千
有
三
百
六
十
一
歳
を
経
て
、
覇
の
猴
王

こ
う
お
う

（

26
）

杜 と

（

27
）

天
よ
り
来
り
て
、
男
孩

だ
ん
が
い

（

28
）

腴
漢

ゆ
か
ん

（

29
）

を
遣
わ
し
て
黒
き
雨
を
降

ら
し
む
。
其
れ
日
出
づ
る
扶
桑
国
に

雨
あ
め
ふ

る
こ
と
両
度
。
孩
は
芸
（

30
）

に
往 ゆ

き
、
漢
は
肥
（

31
）

に
渉 わ

た

り
て
、
共
に
蕈 し

ん
（

32
）

と
化
し
て
灼
く
。
而
る
後
に

旭
き
ょ
く

（

33
）

義
を

革
あ
ら
た

め
、
八
紘
木 も

く

と
金 き

ん

と
に
分
か
れ
て
（

34
）

相 あ
い

睥
睨

へ
い
げ
い

す

 

。 

 

七
に
曰
く
。
亦
同
じ
く
一
千
有
三
百
八
十
七
歳
を
経
て
、
甲
寅

こ
う
い
ん

（

35
）

よ
り
両
雄
に
分
治
せ
ら
る
る
世
終
に
覇
の
統 す

ぶ
る
所
と
為
る
。
木
蘇

も
く
そ

（

36
）

分
か
れ

て
十
有
五
と
為
る
。
覇
者
の
国
東
方
に
落
日
の

赫
赤

か
く
し
ゃ
く

た
る
光
を
見
る
。
乙
酉

い
つ
ゆ
う

（

37
）

よ
り
是
れ
に
至
る
干
戈

か
ん
か

交
え
ざ
る
木
金

も
っ
き
ん

（

38
）
、
並
び
に
倶 と

も

に
偃
息

え
ん
そ
く

す
る
を
知
る
。 

 

八
に
曰
く
。
亦
同
じ
く
一
千
有
三
百
九
十
七
歳
を
経
て
、
其
れ

瞬
息

し
ゅ
ん
そ
く

の
間
、
雷
電
に
分
か
れ
て
双
龍
を
倒
す
。
此
の

雷
い
か
ず
ち

或
は
百
七
十
と
五
と
を
連
ね

（

39
）
、
或
は
十
及
び
一
を
美
し
う
す
（

40
）
。
猶 な

お
二
条
有
り
、
吾
念
ず
れ
ど
も
詳
ら
か
な
ら
ず
、
唯 た

だ

数
の
美
し
く
連
ね
た
る
を
知
る
の
み
（

41
）
。
茲 こ

れ

よ

り
覇
回
に
挑
み
（

42
）
、
世
新
た
に
混
沌
に
入 い

る
。 

 

九
に
曰
く
。
亦
同
じ
く
一
千
有
四
百
一
十
一
歳
を
経
て
、
双
羊

そ
う
よ
う

墻 か
き

を
逾 こ

ゆ
る
の
季 と

き
（

43
）
、
世
を
統
ぶ
る
覇
国
の
星
銷 き

え
畢 お

わ

ん
ぬ
。
彼
の
王
窃 ひ

そ

か
に
弑 し

い

せ

ら
る
る
を
譬 た

と

う
る
な
り
。
密
を
漏
ら
す
の
咎 と

が

を
得
た
る
か
（

44
）
。
即

す
な
わ

ち
瞋
恚

し
ん
い

（

45
）

の
箭 や

空 く
う

を

劈
つ
ん
ざ

き
て
其
の
身
を
貫
き
蛇 じ

ゃ
（

46
）

に

変
成

へ
ん
じ
ょ
う

す
。
命
竭 つ

く
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る
の
地
三
毒

さ
ん
ど
く

の
血
に
塗 ま

み

れ
、
城
市
俄
か
に
堕
ち
て
古
砦

こ
さ
い

と
為 な

る

 

（

47
）
。 

 
十
に
曰
く
。
亦
前 さ

き
（

48
）

に
同
じ
乙
未

い
つ
び

の
歳 と

し

に
於
い
て
、
沼
気

し
ょ
う
き

（

49
）

忽
た
ち
ま

ち

瀛
中

え
い
ち
ゅ
う

よ
り
生
じ
て
、
亜
蒂

あ
て
い

（

50
）

の
如
き
坤
輿

こ
ん
よ

（

51
）

復 ま

た
湧
き
出
で
て
扶

桑
の
南
洋
に
在
り
、
栄
華
再
び
現
る
。
縦
使

た
と
い

一
切
の
有
情

う
じ
ょ
う

（

52
）

富
貴

ふ
う
き

を

擅

ほ
し
い
ま
ま

に
す
る
も
、
咸 み

な

悉
こ
と
ご
と

く
虚
仮

こ

け

（

53
）

に
し
て
保 た

も

ち
難 が

た

く
滅 め

っ

し
易 や

す

し
。
氛
気

ふ
ん
き

（

54
）

暴
発
し
て

六
終

ろ
く
し
ゅ
う

を
迎
え
、

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

（

55
）

を
滅
尽

め
つ
じ
ん

す
る
の
相 そ

う

を
示
す

 

。 

 

凡 お
よ

そ
此
の
十
章
の
讖
文
は
、
済
度

さ
い
ど

の
心
を
以 も

っ

て
髻
珠

け
い
し
ゅ

（

56
）

を
磨
き
、
海
内

か
い
だ
い

（

57
）

化
外

け
が
い

（

58
）

の
運
祚

う
ん
そ

を
観
想
し
て
悟
る
所
な
り
。
是
れ

寔
ま
こ
と

に
恐
懼
畏

怖
す
べ
き
凶
徴
な
り
。
方 ま

さ

に
今
智
海

ち
か
い

の
水
を
掬 す

く

い
て
麗
墨

れ
い
ぼ
く

（

59
）

を
摺 す

り
、
慈
悲
の
筆
を
執
り
て
、
将
に

衆
縁
所
生

し
ゅ
え
ん
し
ょ
し
ょ
う

（

60
）

を
度
す
る
の
願
い
を
結
ば
ん

と
す
。
仍 よ

り
て
此
の
十
讖
を
録 ろ

く

し
て
以
て
有
縁

う
え
ん

（

61
）

に
託
す
。
伏
し
て
惟 お

も

う
に
若 も

し
吾
が
願
い
を
破
障

は
し
ょ
う

し
此
の
讖
を
信
じ
ざ
れ
ば
、

則
す
な
わ

ち
十
王
（

62
）

必
ず
呵
嘖

か
し
ゃ
く

（

63
）

を
加
え
ん
。
若
し
破
辱

は
じ
ょ
く

せ
ず

敬
つ
つ
し

み
て

遵
奉

じ
ゅ
ん
ぽ
う

せ
ば
、
福
祥

ふ
く
し
ょ
う

弥
い
よ
い
よ

益 え
き

を
倍 ま

し
、
尽
未
来
際

じ
ん
み
ら
い
さ
い

（

64
）

栄
耀
を
誇
ら
ん
。
懈
怠

け
た
い

す
べ
か
ら
ず
恪
勤

か
っ
き
ん

す
べ
し
。
辰
日

し
ん
じ
つ

の
夜
（

65
）
、
厩
戸
豊
聡

う
ま
や
と
と
よ
と

（

66
）

禅
定

ぜ
ん
じ
ょ
う

の
境
に
達 い

た

り
、

具
つ
ぶ
さ

に
浄
写
す
る
こ
と

件
く
だ
ん

の
如
し
（

67
）
。 

  

注
釈 

 

 

前
文 

（
１
）
推
古
天
皇
十
二
年
（
六
〇
四
）
。 

（
２
）
日
本
の
異
称
。 

（
３
）
予
言
の
書
。
未
来
記
。
讖
記
、
讖
書
と
も
い
う
。 

（
４
）
興
山
は
徳
川
慶
喜
の
号
、
祐
は
祐
宮
（
さ
ち
の
み
や
）。
明
治
天
皇
の
幼
名
（
御
称
号
と
も
）。「
興
山
祐
に
禅
る
」
で
明
治
維
新
を
指
す
。 

（
５
）
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
法
号
。
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）、
法
明
院
（
天
台
宗
寺
門
派
）
住
職
の
桜
井
敬
徳
か
ら
受
戒
。 

（
６
）
法
隆
寺
の
救
衆
観
音
像
（
ド
ラ
マ
の
架
空
設
定
）。
聖
徳
太
子
等
身
像
と
伝
え
る
。 

（
７
）
地
獄
を
意
味
す
る
仏
教
用
語
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語n

iray
a

の
音
写
。 
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（
８
）
主
人
公
二
人
の
名
前
か
ら
一
文
字
ず
つ
取
っ
た
日
本
を
意
味
す
る
造
語
。
加
々
美
稜
真
と
轟
日
見
子
が
事
件
に
関
与
す
る
こ
と
を
暗
に
予
言
。 

（
９
）
日
本
の
異
称
。 

 

第
一
章 

（
10
）
サ
ン
サ
ル
バ
ド
ル
島
。
サ
ン
サ
ル
バ
ド
ル
は
、「
聖
な
る
救
い
主
」
と
い
う
意
味
。 

（
11
）
一
四
九
二
年
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
ア
メ
リ
カ
新
大
陸
発
見
か
ら
十
年
後
の
一
五
〇
一
年
～
一
五
〇
二
年
、
ア
メ
リ
ゴ
・
ヴ
ェ
ス
プ
ッ
チ
が
南
ア
メ
リ
カ
の
大
西

洋
岸
を
探
検
し
、
新
大
陸
は
ア
ジ
ア
と
は
別
の
大
陸
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
を
指
す
。 

 

第
二
章 

（
12
）
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
。
皐
月
（
五
月
）
の
花
か
ら
。 

（
13
）
イ
ギ
リ
ス
人
。
オ
ラ
ン
ダ
人
と
同
様
、
紅
毛
人
と
呼
ば
れ
て
い
た
。 

（
14
）
プ
リ
マ
ス
・
ロ
ッ
ク
。
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
か
ら
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
が
上
陸
し
た
と
き
、
最
初
に
踏
ん
だ
と
さ
れ
る
岩
。
プ
リ
マ
ス
・
ロ
ッ
ク
は

現
在
、
鶏
の
品
種
で
も
あ
る
の
で
、
鶏
卵
と
岩
の
形
状
の
類
似
か
ら
「
鶏
の
蛋
（
た
ま
ご
）
の
磐
」。 

（
15
）
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
貧
困
お
よ
び
親
カ
ト
リ
ッ
ク
政
策
の
採
用

と
い
っ
た
危
機
か
ら
逃
れ
、
理
想
に
基
づ
く
社
会
を
建
設
す
る
「
約
束
の
地
」
と
想
像
さ
れ
て
い
た
。 

（
16
）
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
は
、
日
本
語
で
「
巡
礼
の
始
祖
（
父
祖
）」。「
巡
」
＝
「
廻
」。 

（
17
）
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
建
設
さ
れ
た
四
つ
の
植
民
地
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
。 

 

第
三
章 

（
18
）
福
沢
諭
吉
の
号
。
著
書
『
西
洋
事
情
』
で
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
を
「
千
七
百
七
十
六
年
第
七
月
四
日
亜
米
利
加
十
三
州
独
立
ノ
檄
文
」
と
し
て
紹
介
し
、

全
文
を
和
訳
。 

（
19
）
「
農
夫
王
」
・「
農
夫
ジ
ョ
ー
ジ
」
と
あ
だ
名
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
。
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
は
、
現
代
中
国
語
で
「
喬
治
三
世
」。 

 

第
四
章 

（
20
）
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
ペ
リ
ー
が
来
航
し
て
、
そ
の
翌
年
に
安
政
に
改
元
し
た
こ
と
を
指
す
。 

（
21
）
徳
川
氏
の
家
紋
は
、
三
つ
葉
葵
。
江
戸
幕
府
を
指
す
。 

（
22
）
江
戸
幕
府
が
「
四
つ
の
口
」（
長
崎
・
対
馬
・
松
前
・
薩
摩
）
で
オ
ラ
ン
ダ
（
紅
毛
人
）・
中
国
（
中
華
）、
朝
鮮
（
李
氏
）、
ア
イ
ヌ
（
蝦
夷
＝
毛
人
）、
琉
球

（
尚
氏
）
と
交
流
し
て
い
た
こ
と
を
指
す
。
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
『「
鎖
国
」
と
い
う
外
交
』（
全
集
日
本
の
歴
史
第
九
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
八
年
） 

（
23
）
下
田
・
箱
館
（
＝
二
湊
）
を
開
港
し
て
、
日
米
和
親
条
約
を
締
結
。 
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第
五
章 

（
24
）
第
一
次
世
界
大
戦
は
一
九
一
四
年
の
甲
寅
の
年
（
寅
年
）、
第
二
次
世
界
大
戦
は
一
九
三
九
年
の
己
卯
の
年
（
卯
年
）
に
始
ま
っ
た
こ
と
を
予
言
。 

（
25
）
日
本
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
連
合
国
陣
営
（
＝
時
並
）、
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
敵
対
す
る
枢
軸
国
陣
営
（
＝
時
対
）

に
参
戦
し
た
こ
と
を
示
す
。 

 

第
六
章 

（
26
）
鎌
倉
時
代
の
聖
徳
太
子
未
来
記
に
空
か
ら
飛
来
す
る
の
は
、「
獼
猴
狗
」（
猿
と
犬
）
と
あ
る
（『
明
月
記
』
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）
四
月
十
二
日
条
所
収
「
太

子
石
御
文
」
）。 

（
27
）
原
爆
投
下
を
決
断
し
た
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ト
ル
ー
マ
ン
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
現
代
中
国
語
で
「
杜
魯
門
」。 

（
28
）
リ
ト
ル
ボ
ー
イ
。
原
子
爆
弾
ガ
ン
バ
レ
ル
型
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
活
性
実
弾
L

11
の
コ
ー
ド
ネ
ー
ム
。 

（
29
）
フ
ァ
ッ
ト
マ
ン
。
原
子
爆
弾
イ
ン
プ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
方
式
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
活
性
実
弾
F

31
の
コ
ー
ド
ネ
ー
ム
。 

（
30
）
広
島
。 

（
31
）
長
崎
。 

（
32
）
キ
ノ
コ
。
原
爆
の
キ
ノ
コ
雲
を
指
す
。 

（
33
）
日
本
。 

（
34
）
五
行
説
で
は
、
東
は
木
徳
、
西
は
金
徳
。
東
西
冷
戦
を
隠
喩
。
ち
な
み
に
、
木
徳
は
金
徳
に
滅
ぼ
さ
れ
る
。
木
が
金
属
製
の
ノ
コ
ギ
リ
で
伐
採
さ
れ
る
イ
メ

ー
ジ
。 

 

第
七
章 

（
35
）
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
一
九
一
四
年
。 

（
36
）
ソ
連
は
現
代
中
国
語
で
「
蘇
聯
」
。
木
徳
の
蘇
聯
、
東
側
陣
営
の
ソ
連
と
い
う
意
味
。 

（
37
）
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
た
一
九
四
五
年
。 

（
38
）
東
西
冷
戦
。
干
戈
（
＝
武
器
）
を
交
え
な
い
木
徳
と
金
徳
の
戦
い
。 

 

第
八
章 

（
39
）
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
航
空
一
七
五
便
。
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
航
空
は
、
現
代
中
国
語
で
「
聯
合
航
空
」。
「
聯
」
＝
「
連
」。 

（
40
）
ア
メ
リ
カ
ン
航
空
一
一
便
。
ア
メ
リ
カ
ン
航
空
は
、
現
代
中
国
語
で
「
美
国
航
空
」。 

（
41
）
他
の
二
つ
の
雷
（
＝
航
空
機
）
が
ア
メ
リ
カ
ン
航
空
と
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
航
空
で
あ
る
こ
と
を
予
言
。 

（
42
）
九
・
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
の
後
に
、
ア
メ
リ
カ
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
紛
争
・
イ
ラ
ク
戦
争
を
起
こ
す
こ
と
を
予
言
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
イ
ラ
ク
は
、
と
も

に
イ
ス
ラ
ム
教
（
回
教
）
国
。 
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第
九
章 

（
43
）
一
九
九
一
年
以
降
、
二
〇
一
五
年
ま
で
に
未
年
が
二
度
来
た
こ
と
（
二
〇
〇
三
年
・
辛
未
の
年
、
二
〇
一
五
年
・
乙
未
の
年
）
を
指
す
。 

（
44
）
第
三
話
に
お
け
る
文
殊
博
士
の
発
言
「
ジ
ョ
ン
・
F
・
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
あ
る
重
要
な
国
家
秘
密
を
暴
露
し
よ
う
と
し
た
が
ゆ
え
に
ア
メ
リ
カ
政
府
に
消
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
」
よ
り
援
用
。 

（
45
）
怒
り
・
憎
し
み
・
怨
み
な
ど
の
憎
悪
の
感
情
を
意
味
す
る
仏
教
用
語
。
人
の
心
を
害
す
る
最
も
根
本
的
な
三
種
類
の
煩
悩
で
あ
る
三
毒
の
一
つ
。
他
の
二
つ

は
、
財
物
な
ど
を
む
さ
ぼ
り
求
め
る
貪
欲
（
と
ん
よ
く
）、
仏
教
の
教
え
を
知
ら
ず
、
道
理
や
物
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
愚
痴
（
ぐ
ち
）。

三
毒
は
、
貪
瞋
痴
（
と
ん
じ
ん
ち
）
と
も
い
う
。 

（
46
）
蛇
は
瞋
恚
を
象
徴
す
る
動
物
。 

（
47
）
ア
メ
リ
カ
大
統
領
が
シ
カ
ゴ
で
暗
殺
さ
れ
る
こ
と
（
ド
ラ
マ
の
架
空
設
定
）
を
予
言
。
シ
カ
ゴ
の
漢
字
表
記
は
「
市
俄
古
」。
文
中
に
こ
の
三
文
字
を
配
置
。 

 

第
十
章 

（
48
）
第
九
章
の
こ
と
。 

（
49
）
メ
タ
ン
の
和
名
。「
沼
気
忽
生
自
瀛
中
」
で
メ
タ
ン
ハ
イ
ド
レ
ー
ト
が
海
底
で
産
出
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
。 

（
50
）
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
大
陸
。
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
は
、
現
代
中
国
語
で
「
亜
特
蘭
蒂
斯
」。
「
亜
」
の
み
で
は
ア
ジ
ア
と
混
同
し
、
紛
ら
わ
し
い
こ
と
、
十
七
世
紀

の
学
者
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
・
キ
ル
ヒ
ャ
ー
に
よ
る
地
図
で
は
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
大
陸
が
大
西
洋
の
中
央
に
果
物
の
蒂
（
へ
た
）
の
よ
う
な
形
で
描
か
れ
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
こ
と
か
ら
「
亜
蒂
」
と
し
た
。 

（
51
）
大
地
。
大
地
が
万
物
を
載
せ
る
の
を
輿
に
例
え
た
も
の
。 

（
52
）
人
間
や
動
物
な
ど
心
・
感
情
・
意
識
を
持
つ
も
の
。
衆
生
。 

（
53
）
①
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
空
虚
で
実
体
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、
②
心
や
行
為
が
真
実
で
な
い
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
①
の
意
味
。
聖
徳
太
子
の
有
名
な
言
葉
「
世

間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
」（
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』）
よ
り
。 

（
54
）
本
来
は
、
①
大
気
。
雲
や
霞
。
②
悪
い
気
。
災
い
の
気
配
と
い
う
意
味
。
こ
こ
で
は
、
ビ
ッ
グ
フ
ァ
イ
ブ
お
よ
び
六
度
目
の
大
量
絶
滅
を
も
た
ら
す
二
酸
化

炭
素
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
用
。 

（
55
）
心
を
持
つ
全
て
の
存
在
。
こ
こ
で
は
、
人
々
と
い
う
意
味
。 

 

後
文 

（
56
）
髻
中
明
珠
（
け
い
ち
ゅ
う
み
ょ
う
し
ゅ
）
と
も
。
釈
迦
が
髻
（
も
と
ど
り
）
の
中
に
隠
し
た
宝
珠
。『
法
華
経
』
が
最
も
優
れ
た
経
典
で
あ
る
こ
と
を
示
す
比

喩
に
「
髻
中
明
珠
喩
」
が
あ
る
。
平
安
時
代
初
期
の
四
天
王
寺
で
は
、「
太
子
髻
中
明
珠
」
と
い
う
聖
遺
物
が
創
作
さ
れ
、
五
重
塔
に
納
め
ら
れ
て
い
た
。
聖

徳
太
子
の
救
済
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
主
張
。
山
口
哲
史
「
聖
霊
御
髪
・
太
子
髻
中
明
珠
と
平
安
初
期
の
四
天
王
寺
」（『
古
代
史
の
研
究
』
第
一
七
号
、
関

西
大
学
古
代
史
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。 

（
57
）
四
海
の
内
。
国
内
。
こ
こ
で
は
、
日
本
。 
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（
58
）
王
化
（
天
子
や
君
主
の
徳
）
の
及
ば
な
い
所
。
国
家
の
統
治
の
及
ば
な
い
所
。
こ
こ
で
は
、
海
外
。 

（
59
）
推
古
天
皇
十
八
年
（
六
一
〇
）、
高
句
麗
僧
曇
徴
が
倭
国
（
日
本
）
に
彩
色
・
紙
墨
の
製
法
を
伝
え
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
高
句
麗
の
墨
と
い
う
こ
と
で
「
麗

墨
」
。
こ
の
未
来
記
の
「
作
成
年
代
」
で
あ
る
推
古
天
皇
十
二
年
よ
り
も
後
の
こ
と
に
な
り
、
矛
盾
す
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が
未
来
記
で
あ
る
こ
と
の
証
で
も
あ

る
。
実
際
の
聖
徳
太
子
未
来
記
で
も
、
そ
れ
が
作
成
さ
れ
た
時
代
の
知
識
で
文
章
が
綴
ら
れ
る
の
で
、
聖
徳
太
子
が
生
き
た
時
代
に
は
な
か
っ
た
思
想
な
ど
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
慈
悲
の
筆
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
で
、
そ
れ
と
対
に
な
る
よ
う
に
「
麗
し
い
墨
」
と
一
般
名
詞
と
し
て
（
逃
げ
の
）
解
釈

を
す
る
こ
と
も
可
能
。 

（
60
）
衆
生
。 

（
61
）
仏
の
道
に
関
係
の
あ
る
こ
と
。
仏
に
救
わ
れ
る
縁
の
あ
る
こ
と
。 

（
62
）
冥
界
で
死
者
の
罪
業
を
裁
く
と
い
わ
れ
る
十
人
の
王
。
こ
の
未
来
記
を
十
章
構
成
に
し
た
こ
と
か
ら
、「
十
」
で
数
字
を
対
応
さ
せ
た
。
初
七
日
か
ら
四
十
九

日
（
七
七
日
）
ま
で
の
各
七
日
、
百
箇
日
、
一
周
忌
、
三
回
忌
に
各
王
の
い
る
庁
（
役
所
）
に
行
っ
て
、
そ
の
裁
き
を
受
け
る
。
唐
末
の
十
世
紀
頃
、
道
教
の

影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
偽
経
『
十
王
経
』
（
蔵
川
著
）
に
説
か
れ
る
。
日
本
に
も
平
安
時
代
中
期
以
降
に
伝
来
。
な
お
、
十
王
は
、
①
秦
広
王
（
し
ん
こ
う

お
う
）
、
②
初
江
王
（
し
ょ
こ
う
お
う
）
、
③
宋
帝
王
（
そ
う
た
い
お
う
）、
④
伍
官
王
（
ご
か
ん
お
う
）、
⑤
閻
羅
王
（
え
ん
ら
お
う
＝
閻
魔
）、
⑥
変
成
王
（
へ

ん
じ
ょ
う
お
う
）、
⑦
泰
山
王
（
た
い
ざ
ん
お
う
）、
⑧
平
等
王
（
び
ょ
う
ど
う
お
う
）、
⑨
都
市
王
（
と
し
お
う
）、
⑩
五
道
転
輪
王
（
ご
ど
う
て
ん
り
ん
お
う
）。 

（
63
）
「
呵
責
」
と
同
じ
意
味
。
厳
し
く
責
め
る
こ
と
。 

（
64
）
未
来
永
劫
。 

（
65
）『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
十
二
年
夏
四
月
丙
寅
朔
戊
辰
（
三
日
）
条
に
、
聖
徳
太
子
が
十
七
条
憲
法
を
制
定
し
た
記
事
が
あ
る
。
辰
の
日
に
十
七
条
憲
法
を
発

布
し
、
そ
の
日
の
夜
に
こ
の
未
来
記
を
書
い
た
と
い
う
設
定
。 

（
66
）
聖
徳
太
子
の
別
名
。 

（
67
）
古
文
書
な
ど
の
締
め
く
く
り
の
部
分
で
、「
如
件
」
が
結
び
の
言
葉
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
。
「
以
上
の
通
り
」、「
上
記
の
通
り
」
な
ど
の
意
味
。 

 


